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【
参
照
条
文
】

船
員
法
施
行
規
則
及
び
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

○
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）

（
非
常
配
置
表
及
び
操
練
）

第
十
四
条
の
三

国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
の
船
長
は
、
第
十
二
条
乃
至
第
十
四
条
に
規
定
す
る
場
合
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
海
員
の
作
業
に

関
し
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
非
常
配
置
表
を
定
め
、
こ
れ
を
船
員
室
そ
の
他
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
の
船
長
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
海
員
及
び
旅
客
に
つ
い
て
、
防
火
操
練
、
救
命
艇
操
練
そ
の

他
非
常
の
場
合
の
た
め
に
必
要
な
操
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
非
常
配
置
表
）

第
三
条
の
三

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
と
す
る
。

一

旅
客
船
（
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
航
路
に
就
航
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二

旅
客
船
以
外
の
遠
洋
区
域
又
は
近
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶

三

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
管
海
官
庁
が
千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け

る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
第
十
章
第
一
規
則
に
規
定
す
る
高
速
船
コ
ー
ド
（
以
下
「
高
速
船
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
従
つ
て
指
示

す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
船
舶
が
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
施
設
し
、
か
つ
、
同
法
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
満
載
喫
水
線
の
標
示
を
し
て
い
る
旨
及
び
当
該
船
舶
に
係
る
航
行
上
の
条
件
が
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
記
入
さ
れ
た
船
舶
検
査
証
書
を
受
有
す
る
船
舶
（
以
下
「
特
定
高
速
船
」
と
い
う
。
）

四

専
ら
沿
海
区
域
に
お
い
て
従
業
す
る
漁
船
以
外
の
漁
船

②

非
常
配
置
表
に
は
、
次
に
掲
げ
る
非
常
の
場
合
に
お
け
る
作
業
に
つ
い
て
海
員
の
配
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
密
戸
、
弁
、
舷
窓
そ
の
他
の
水
密
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
閉
鎖
装
置
の
閉
鎖
、
排
水
そ
の
他
の
防
水
作
業

二

防
火
戸
の
閉
鎖
、
通
風
の
遮
断
、
消
火
設
備
の
操
作
そ
の
他
の
消
火
作
業

三

食
料
、
航
海
用
具
そ
の
他
の
物
品
の
救
命
艇
、
端
艇
及
び
救
命
い
か
だ
（
以
下
「
救
命
艇
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
救
助
艇
へ
の
積
込
み
、
救
命
艇

等
及
び
救
助
艇
の
降
下
並
び
に
救
命
艇
等
及
び
救
助
艇
の
操
縦

四

救
命
索
発
射
器
、
救
命
浮
環
そ
の
他
の
救
命
設
備
の
操
作

五

旅
客
の
招
集
及
び
誘
導
、
旅
客
の
救
命
胴
衣
の
着
用
の
確
認
そ
の
他
旅
客
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
作
業

③

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
海
員
の
配
置
は
、
次
に
掲
げ
る
海
員
の
配
置
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
の
現
場
に
お
け
る
指
揮
者
及
び
そ
の
代
行
者

二

救
命
艇
等
及
び
救
助
艇
ご
と
の
指
揮
者
及
び
副
指
揮
者
（
端
艇
、
救
命
い
か
だ
、
救
助
艇
及
び
沿
海
区
域
又
は
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
旅
客

船
に
搭
載
す
る
救
命
艇
に
あ
つ
て
は
、
指
揮
者
）

三

内
燃
機
関
、
無
線
設
備
又
は
探
照
灯
を
有
す
る
救
命
艇
等
及
び
救
助
艇
に
あ
つ
て
は
、
当
該
救
命
艇
等
及
び
救
助
艇
ご
と
に
こ
れ
ら
の
設
備
を
操
作

す
る
こ
と
が
で
き
る
者

④

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
救
命
艇
手
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
）
第
一
条
の
船
舶
に
搭
載
す
る
救
命
艇
等
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
法
第
百
十
八
条
の
救
命
艇
手
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
令
第
二
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
て
救
命
艇
手

の
員
数
を
減
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
減
じ
た
員
数
に
等
し
い
数
の
救
命
艇
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑤

非
常
配
置
表
に
は
、
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

非
常
の
場
合
に
お
い
て
海
員
を
そ
の
配
置
に
つ
か
せ
る
た
め
の
信
号

二

非
常
の
場
合
に
お
い
て
旅
客
を
招
集
す
る
た
め
の
信
号

三

前
号
の
信
号
が
出
さ
れ
た
場
合
に
海
員
及
び
旅
客
が
と
る
べ
き
措
置

四

船
体
放
棄
の
命
令
を
表
す
信
号

五

非
常
の
場
合
に
お
い
て
旅
客
の
乗
り
込
む
べ
き
救
命
艇
等

六

非
常
の
場
合
に
お
い
て
救
命
艇
等
及
び
救
助
艇
に
積
み
込
む
べ
き
物
品
の
名
称
及
び
数
量

七

救
命
設
備
及
び
消
火
設
備
の
点
検
及
び
整
備
を
担
当
す
る
職
員

⑥

前
項
第
二
号
の
信
号
は
、
汽
笛
又
は
サ
イ
レ
ン
に
よ
る
連
続
し
た
七
回
以
上
の
短
声
と
こ
れ
に
続
く
一
回
の
長
声
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦

国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
旅
客
船
以
外
の
旅
客
船
の
非
常
配
置
表
の
様
式
は
、
当
該
船
舶
の
運
航
管
理
の
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
操
練
）

第
三
条
の
四

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
お
け
る
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
非
常
の
場
合
の
た
め
に
必
要
な
海
員
に
対
す
る
操
練
は
、
非
常
配

置
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
海
員
を
そ
の
配
置
に
つ
か
せ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

防
火
操
練

防
火
戸
の
閉
鎖
、
通
風
の
遮
断
及
び
消
火
設
備
の
操
作
を
行
う
こ
と
。

二

救
命
艇
等
操
練

救
命
艇
等
の
振
出
し
又
は
降
下
及
び
そ
の
附
属
品
の
確
認
、
救
命
艇
の
内
燃
機
関
の
始
動
及
び
操
作
並
び
に
救
命
艇
の
進
水
及
び

操
船
を
行
い
、
か
つ
、
進
水
装
置
用
の
照
明
装
置
を
使
用
す
る
こ
と
。

三

救
助
艇
操
練

救
助
艇
の
進
水
及
び
操
船
並
び
に
そ
の
附
属
品
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

四

防
水
操
練

水
密
戸
、
弁
、
舷
窓
そ
の
他
の
水
密
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
閉
鎖
装
置
の
操
作
を
行
う
こ
と
。

五

非
常
操
舵
操
練

操
舵
機
室
か
ら
の
操
舵
設
備
の
直
接
の
制
御
、
船
橋
と
操
舵
機
室
と
の
連
絡
そ
の
他
操
舵
設
備
の
非
常
の
場
合
に
お
け
る
操
舵
を

行
う
こ
と
。
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六

特
定
高
速
船
に
あ
つ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
。

防
火
操
練

火
災
探
知
装
置
、
船
内
通
信
装
置
及
び
警
報
装
置
の
操
作
並
び
に
旅
客
の
避
難
の
誘
導
を
行
う
こ
と
。

救
命
艇
等
操

非
常
照
明
装
置
及
び
救
命
艇
等
に
附
属
す
る
救
命
設
備
の
操
作
並
び
に
海
上
に
お
け
る
生
存
方
法
の
指
導
を
行
う
こ
と
。

練防
水
操
練

ビ
ル
ジ
排
水
装
置
の
操
作
及
び
旅
客
の
避
難
の
誘
導
を
行
う
こ
と
。

②

前
項
の
船
舶
の
う
ち
、
旅
客
船
（
国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
旅
客
船
及
び
特
定
高
速
船
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
、
旅
客

船
で
あ
る
特
定
高
速
船
に
お
い
て
は
一
週
間
を
超
え
な
い
間
隔
で
、
旅
客
船
以
外
の
船
舶
で
あ
る
特
定
高
速
船
に
お
い
て
は
一
月
を
超
え
な
い
間
隔
で
、

こ
れ
ら
以
外
の
船
舶
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
、
海
員
に
対
す
る
操
練
（
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
振
出
し
及
び
降
下
並
び
に
そ
の
附
属
品
の
確

認
、
救
命
艇
の
進
水
及
び
操
船
、
救
命
艇
操
練
並
び
に
非
常
操
舵
操
練
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

海
員
に
対
す
る
操
練
の
う
ち
、
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
振
出
し
又
は
降
下
及
び
そ
の
附
属
品
の
確
認
は
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
（
乙
区
域
又
は
甲

区
域
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
別
表
第
一
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す
る
通
則

1
2

又
は

1
3

の
乙

区
域
又
は
甲
区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
従
業
す
る
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
漁
船
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
外
洋
大
型
漁
船
」
と
い
う
。
）

以
外
の
漁
船
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
年
に
一
回
）
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

海
員
に
対
す
る
操
練
の
う
ち
、
救
命
艇
の
進
水
及
び
操
船
は
搭
載
す
る
す
べ
て
の
救
命
艇
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
三
月
に
一
回
（
国
内
各
港
間
の
み
を

航
海
す
る
船
舶
（
特
定
高
速
船
及
び
漁
船
を
除
く
。
）
及
び
外
洋
大
型
漁
船
以
外
の
漁
船
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
三
条
の
九
第
二
項
第
二

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
国
内
航
海
船
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
）
、
救
助
艇
操
練
及
び
非
常
操
舵
操
練
は
少
な
く

と
も
三
月
に
一
回
（
国
内
航
海
船
等
の
救
助
艇
操
練
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
）
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

第
一
項
の
船
舶
の
う
ち
、
漁
船
以
外
の
船
舶
（
国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
旅
客
船
を
除
く
。
）
及
び
外
洋
大
型
漁
船
に
お
い
て
は
、
発
航
の
直
前

に
行
わ
れ
た
海
員
に
対
す
る
操
練
に
海
員
の
四
分
の
一
以
上
が
参
加
し
て
い
な
い
場
合
は
、
発
航
後
二
十
四
時
間
以
内
に
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑥

第
一
項
の
船
舶
の
う
ち
国
内
航
海
船
等
以
外
の
船
舶
（
国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
特
定
高
速
船
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
旅
客
の
乗
船
後
二
十

四
時
間
以
内
に
旅
客
に
対
す
る
避
難
の
た
め
の
操
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
荒
天
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑦

第
一
項
の
船
舶
以
外
の
船
舶
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
三
月
に
一
回
、
海
員
に
対
し
て
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
操
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
航
海
日
誌
）

第
十
一
条

航
海
日
誌
の
様
式
は
、
第
二
号
書
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
船
舶
又
は
第
一
種
の
従
業
制
限
を
有
す
る
漁
船
に
あ

つ
て
は
、
同
書
式
中
出
生
、
死
亡
及
び
死
産
に
関
す
る
第
六
表
か
ら
第
八
表
ま
で
は
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

②

航
海
日
誌
に
は
、
航
海
の
概
要
を
第
四
表
に
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
概
要
を
第
五
表
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
操
舵
設
備
に
つ
い
て
検
査
を
行
つ
た
と
き
。

二

法
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
遭
難
船
舶
等
を
救
助
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
操
練
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
。

四

第
三
条
の
七
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
水
密
を
保
持
す
べ
き
水
密
戸
等
を
開
放
し
、
若
し
く
は
閉
じ
、
又
は
第
三
条
の
八

の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
と
き
。

五

第
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
救
命
設
備
の
点
検
整
備
を
行
つ
た
と
き
。

六

第
三
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
訓
練
を
行
つ
た
と
き
。

七

第
三
条
の
十
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
お
か
な
か
つ
た
と
き
。

八

第
三
条
の
十
七
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
作
動
さ
せ
て
お
か
な
か
つ
た
と
き
。

九

法
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
又
は
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
処
置
し
た
と
き
。

十

法
第
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
。

十
一

法
第
二
十
条
又
は
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
船
長
以
外
の
者
が
船
長
の
職
務
を
行
つ
た
と
き
。

十
二

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
蔵
式
呼
吸
具
、
送
気
式
呼
吸
具
及

び
空
気
圧
縮
機
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
。

十
三

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
百
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
タ
ン
ク
の
圧
力
逃
し
弁

の
設
定
圧
力
の
変
更
を
行
つ
た
と
き
。

十
四

船
内
に
お
い
て
出
生
又
は
死
産
が
あ
つ
た
と
き
。

十
五

海
員
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
に
よ
る
犯
罪
が
あ
つ
た
と
き
。

十
六

労
働
関
係
に
関
す
る
争
議
行
為
が
あ
つ
た
と
き
。

十
七

国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
に
お
い
て
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
例
外
的
な
船
舶
発
生
廃
棄
物
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
海
防
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
発
生
廃
棄
物
を
い

う
。
）
の
排
出
を
行
つ
た
と
き
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
二

条
の
二
の
四
十
三
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
く
。
）
。

十
八

海
防
法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二

百
一
号
）
第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
入
域
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
号
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
燃
料
油
の
使
用
を

開
始
す
る
と
き
。

③

航
海
日
誌
は
、
外
国
語
に
よ
つ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

航
海
日
誌
は
、
最
後
の
記
載
を
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
な
お
船
内
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）
（
抄
）

（
貨
物
の
消
毒
の
た
め
の
く
ん
蒸
）

第
七
十
一
条

船
舶
所
有
者
は
、
船
内
に
お
い
て
、
貨
物
の
消
毒
の
た
め
人
体
に
有
害
な
薬
品
を
使
用
し
て
く
ん
蒸
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

陸
上
に
お
け
る
く
ん
蒸
の
た
め
の
施
設
の
利
用
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
等
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
て
船

員
以
外
の
者
に
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

く
ん
蒸
の
目
的
及
び
期
間
、
く
ん
蒸
を
行
な
う
区
画
、
使
用
す
る
薬
品
の
毒
性
そ
の
他
危
害
防
止
の
た
め
必
要
な
事
項
を
船
員
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二

陸
上
機
関
と
の
通
信
及
び
交
通
の
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と
。

三

作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
船
長
が
保
安
の
た
め
必
要
と
認
め
る
船
員
（
以
下
「
保
安
要
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
船
員
を
退
船
さ
せ
る
こ
と
。

四

保
安
要
員
の
た
め
、
く
ん
蒸
に
使
用
す
る
薬
品
が
侵
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
。

五

作
業
の
終
了
後
、
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
退
船
さ
せ
た
船
員
を
乗
船
さ
せ
る
前
に
、
船
内
を
十
分
に
換
気
し
、
か
つ
、
く
ん
蒸
に
使
用
し
た
薬
品
の

量
に
つ
い
て
検
知
を
行
な
い
、
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
。

六

身
体
の
異
常
を
訴
え
た
船
員
に
は
、
す
み
や
か
に
、
医
師
に
よ
る
処
置
そ
の
他
の
適
当
な
救
急
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

船
舶
所
有
者
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
薬
品
以

外
の
薬
品
を
使
用
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
員
に
く
ん
蒸
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

く
ん
蒸
の
目
的
及
び
期
間
、
く
ん
蒸
を
行
な
う
区
画
、
使
用
す
る
薬
品
の
毒
性
そ
の
他
危
害
防
止
の
た
め
必
要
な
事
項
を
船
員
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二

陸
上
機
関
と
の
通
信
及
び
交
通
の
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と
。

三

作
業
に
従
事
す
る
者
に
呼
吸
具
、
保
護
手
袋
そ
の
他
の
必
要
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四

作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
及
び
保
安
要
員
以
外
の
船
員
を
退
船
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
船
員
を
く
ん
蒸
に
使
用
す
る
薬
品
が

侵
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
に
退
避
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

作
業
に
従
事
す
る
者
及
び
保
安
要
員
の
た
め
、
く
ん
蒸
に
使
用
す
る
薬
品
が
侵
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
。

六

く
ん
蒸
を
行
な
う
区
画
の
と
び
ら
、
通
風
口
等
を
閉
鎖
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
く
ん
蒸
に
使
用
す
る
薬
品
が
当
該
区
画
の
外
部
に
漏
れ
る
こ
と

に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

作
業
の
開
始
時
か
ら
次
号
の
規
定
に
よ
り
安
全
性
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
く
ん
蒸
を
行
な
つ
て
い
る
区
画
の
と
び
ら
、
逸
散
口
及
び
そ
れ
ら
の
附

近
の
見
や
す
い
場
所
に
、
そ
れ
ら
の
場
所
に
近
寄
る
こ
と
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

八

作
業
の
終
了
後
、
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
退
船
さ
せ
た
船
員
を
乗
船
さ
せ
る
前
に
、
船
内
を
十
分
に
換
気
し
、
か
つ
、
く
ん
蒸
に
使
用
し
た
薬
品
の

量
に
つ
い
て
検
知
を
行
な
い
、
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
。
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
退
避
さ
せ
た
船
員
を
当
該
退
避
場
所
か
ら
移
動
さ
せ
る
場

合
も
、
同
様
と
す
る
。

九

身
体
の
異
常
を
訴
え
た
船
員
に
は
、
す
み
や
か
に
、
医
師
に
よ
る
処
置
そ
の
他
の
適
当
な
救
急
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。


